
 

【図書館利用券図書館利用券図書館利用券図書館利用券発行を希望される方へ発行を希望される方へ発行を希望される方へ発行を希望される方へ】  

  生駒市に住んでいる方、通勤･通学している方は、寄附の有無に関わらず 

   図書券利用券を作り、図書館の本を借りることができます。 

 

１１１１    発行について発行について発行について発行について    

図書館利用券の発行は、次のものをお持ちの上、生駒市の図書館･図書室に

来館し、お手続きください。 

 ・「図書館利用券引換証」 

 ・氏名、住所が確認できるもの（保険証、免許証など） 

  ※有効期限は、引換証発行日から 13 ヶ月です。 

  ※図書館利用券の発行･利用は、寄附者ご本人のみとなります。 

 

２２２２    利用内容利用内容利用内容利用内容    

    ・１人 12 冊、２週間まで本の貸出利用ができます。 

    ・貸出中の本など市内の図書館･図書室にある本の予約ができます。 

※市内の図書館･図書室にない本の希望(リクエスト)はお受けできません。 

・図書館利用券は、市内の図書館･図書室で利用できます。 

どこで借りても、どこへ返してもかまいません。 

 

生駒市の図書館･図書室生駒市の図書館･図書室生駒市の図書館･図書室生駒市の図書館･図書室    

◆ 生駒市図書館(本館) 

         生駒市辻町 238 番地           ℡0743-75-5000 

◆ 生駒市図書館北分館 

         生駒市上町 1543 番地          ℡0743-71-3332 

◆ 生駒市図書館南分館 

         生駒市小瀬町 18 番地         ℡0743-77-0005 

◆ 生駒駅前図書室～木田文庫～ 

         生駒市北新町 10 番 36-501 号  ℡0743-73-7611 

◆ 鹿ノ台ふれあいホール図書室 

         生駒市鹿ノ台南 2 丁目 3 番地 3  ℡0743-78-9973 

 

 

             利用方法の詳細などご不明なことがございましたら、 

             お問い合わせください。      

 

お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先    

            生駒市図書館（本館） ℡０７４３－７５－５０００  

 


